
参考資料１

厚生科学審議会令（平成12年政令第283号）（抄）

（分科会）

第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、

審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務

感染症分科会 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項

を調査審議すること。

二 検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）及び感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十

号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理するこ

と。

生活衛生適正 一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。

化分科会 二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和

三十二年法律第百六十四号）の規定により審議会の権限に属させ

られた事項を処理すること。

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働

大臣が指名する。

３ 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科

会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすること

ができる。


